
 

 

 

令和７年第３回３月臨時会会議抄録 

                                

 

 

会津美里町教育委員会 



 

 

 １ 開催日時 

 

 ２ 開催場所 

 

 ３ 出席者 

 

  

４ 議事内容及び経過 

(１)開会 

 

 

 

(２)審議事項 

議案第14号 

 

 

 

 

議案第15号 

 

 

 

 令和７年３月４日(火) 午後２時 00分から 

     

 会津美里町複合文化施設 B研修室 

 

 歌川哲由教育長、１番 小関れい子委員、２番 山内一枝委員、３番 鈴木貴博委員、４

番 武藤文男委員 

 

 

 午後１時 59分、教育長から開会が告げられた。 

 教育長から、会期は１日、出席者、議事録署名は出席委員全員とすることが告げられ、委員

全員に異議なく決定された。 

 

 

議案第14号「会津美里町立小中学校及び義務教育学校長等の異動内申について」教育長より

会津美里町教育委員会会議規則第16条第１項の規定に基づき非公開としたい旨の発言があ

り、これについて諮ったところ、全員に異議なく決定された。その後、こども教育課長から説

明があり、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第15号「会津美里町学校体育施設利用団体の認定について」生涯学習課長から説明の

後、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 



議案第16号 

 

 

議案第17号 

 

 

(３)協議事項 

 

 

 

 

(４)報告事項 

 

 

(５)その他 

 

 

 

 

 

 

(６)閉会 

 

議案第16号「会津美里町社会教育関係団体の認定について」生涯学習課長から説明があり、

全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

議案第17号「会津美里町教育委員会顕彰表彰被表彰者の選考について」こども教育課長から

説明があり、全員に異議なく原案のとおり可決された。 

 

（１）「その他」について、委員より新鶴小学校だより№23 令和７年２月 21 日（金）に会

津若松市で平成 14年に策定された「あいづっこ宣言」が教育の指針として共有を！と掲載さ

れていたが、会津美里町としてあいづじげんを活用した、これに代わる教育の指針や精神的な

支えみたいなものを策定してはどうかと提案があり、今後、検討することで了承された。 

 

 報告事項について、特になし。 

 

 

（１）「本郷学園渡り廊下建設」について、こども教育課長から説明があり、委員より防犯

上の観点からシャッターを閉める時間及び開口部からの雨や雪の吹込みについて質疑があっ

た。その後、こども教育課長から説明があり、質疑なく終了した。 

 

（２）「卒業式・入学式等日程表」について、こども教育課長補佐から説明があり、全員に

異議なく終了した。 

 

午後２時 45 分、教育長から閉会が告げられた。 

 
 


